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迷 走 台 風 

ごあいさつ 

 代表 

 上川路 長生 

 世界中で今年の7月は、気温が高く過去最高と世界気象機

関は発表しました。国連のグテーレス事務総長は、「地球

温暖化の時代は終わり地球沸騰の時代が来た」と警鐘を鳴

らして話題となりました。日本中が命に危険のあるうだる

ような暑さに対応を迫られる中で、8月には2つの台風が日

本列島を襲いました。台風6号は“迷走台風”となって沖

縄・奄美地方に居座り沖縄・九州地方に被害を与えなが

ら、通り抜けていきました。続いた台風7号は、関西・山

陰地域に上陸して、お盆休みを楽しみにしていた観光客を

混乱させたのでした。異常な気候変動は、一年を通して世

界各地で起こる大規模災害の要因となっています。米ハワ

イ・マウイ島で起きた山火事は死者が100人を超えて、行

方不明者も350人を数えるという、アメリカ史上100年に一

度の大惨事となってしまいました。強風が吹きつけて熱く

乾いた大地を焼き尽くしてしまったのです。 

 12年前に大津波によって引き起こされた東京電力福島第

一原子力発電所事故により、たまり続ける処理水につい

て、政府は8月24日に海洋放出を始めることを決定しまし

た。これまで『関係者の理解なしに、いかなる処分も行わ

ない』と漁業関係者と約束していただけに、対応におわれ

ていました。処理水を放出すれば風評被害が広がる恐れが

ある一方で、保管が長引けば復興の足かせになり住民の帰

還が遅れかねないと、苦渋の決定となりました。風評被害

の懸念は払拭されないままに、今後放出は少なくとも30年

は続くだけに、岸田首相は「今後数十年の長期にわたろう

とも、処理水の処分が完了するまで政府として責任を持っ

て取り組む」と明言しました。 

 これまで処理水を“核汚染水”と発言してきた中国は、

すぐさま『日本は国際社会の正当で合理的な懸念を直視

し、周辺国をはじめ利害関係者と十分に意思疎通を図るべ

きだ』と放出に反発したのです。『あらゆる必要な措置を

取る』との談話を表明して、水産物の輸入を24日より全面

的に停止すると発表しました。香港政府も福島や東京など

10都県の水産物輸入を禁止しました。日本の水産物輸出総

額のうち全体の40％は中国・香港向けで、水産業界にとっ

て大きな打撃となりました。日中間には、台湾を巡る対立

や多くの懸案事項が横たわっていて、日々悪化する中での

中国の強硬姿勢で、今後の中国との貿易政策は難しくなっ

てきました。 

 女子サッカーワールドカップでの、なでしこジャパンの

活躍に「やるじゃないか」と期待を膨らませたファンは多

くみられました。強敵スペインに圧勝してノルウェーに惜

敗、ベスト8で涙を飲みました。予選で日本に完敗したス

ペインは、決勝でイングランドを破り初優勝を飾りまし

た。なでしこジャパンの実力を世界に証明して、パリ五輪

の活躍が楽しみな若き才能が花開いた大会となりました。 

 高校球児憧れの聖地甲子園に登場した鹿児島代表の神村

学園は、“神村劇場”といわれる程の旋風を巻き起こしま

した。難敵を次々と撃破して準決勝に勝ち進み、昨年優勝

の仙台育英に敗れて、強烈な印象を残して甲子園を去りま

した。戦うごとに力をつけて、はつらつとしたプレーに拍

手を送りました。郷里が同じ指宿の上川床勇希選手には、

一際の大きな応援をして炎天下の楽しい夏となりました。 

 あらかじめお知らせしたように、『甲南永山支店』は8月

24日から『下荒田本店』に統合して事業を継続することに

なりました。支店として3年過ぎて環境も整えて、時期を

得て合流となりました。永山彰久税理士の新しい感性で、

“恕”の理念のもとに事務所に維新の新風を、吹き込んで

欲しいと願っています。         （令和5年9月吉日） 

第２８７号 

 上 川 路 会 計 通 信 

■本店 下荒田事務所  
 

■支店 名山町鹿児島ビル事務所 
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〈８月決算会社申告書提出〉 2023 10

〈７月決算会社申告書提出〉 2023 9

     1 2 
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10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 

 １０月２日まで 

 ・７月決算法人の確定申告   

 ・１月決算法人の中間申告（半期分） 

 ・消費税、地方消費税の中間申告  

  １０月決算法人  第３四半期分 

   １月決算法人  第２四半期分  

   ４月決算法人  第１四半期分 

 ・１・４・７・１０月決算法人・個人 

  事業者の３月ごとの期間短縮に係る 

  確定申告（消費税及び地方消費税） 

 ・消費税の年税額が4,800万円超の６月、 

  ７月決算法人を除く法人・個人事業者 

  の１月ごとの中間申告 

９月１１日まで 
 

・源泉所得税の納付    ・住民税の特別徴収税額の納付 

秋分の日   敬老の日 

       １０月１６日まで 

       ・特別農業所得者への 

   予定納税基準額等の通知 

１０月１０日まで 
 

・源泉所得税の納付 

・住民税の特別徴収税額の納付 

１０月中において各都道府県・ 

   市町村の条例で定める日 ・個人の道府県民税および市町村民税の第３期分の納付 

 

 １０月３１日まで 
 

・８月決算法人の確定申告 

・２月決算法人の中間申告（半期分） 

・消費税、地方消費税の中間申告 

  １１月決算法人  第３四半期分 

   ２月決算法人  第２四半期分  

   ５月決算法人  第１四半期分 

・２・５・８・１１月決算法人・個人事業

者の３月ごとの期間短縮に係る確定申告 

・消費税の年税額が４，８００万円超の 

７月、８月決算法人を除く法人・個人事業

者の１月ごとの中間申告 

職員研修 

10月13日（金）は職員研修の為、終日職員が不在となりま

す。ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。 
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287 号 ２０２３年９月の経理・税務チェックリスト 

□ 実地棚卸は、一般的に決算期末に実施しますが、3月決算の企業が中間決算で棚卸を行う場合は、9月中に実

施することになります。作業方法等は前もって担当者に指示し、効率よく進められるようにしましょう。 

中間決算棚卸の実施 

□ 3月決算の会社は、9月で期央になりますので、上期の実績から年度収支計画と進捗状況を検討し、年度計画

達成に向けた取り組みを強化しましょう。中間期末から二か月後となる中間申告納付について資金繰り等を確認

しておきましょう。中間申告による税額は原則として前年度の実績による予定税額ですが、仮決算により中間申告

をすることも可能です。業績や資金繰りを考慮し、必要に応じた検討を進めましょう。 

中間決算の検討 

資金繰り計画の策定 

□ 年末、年度末に向けて資金繰り計画を策定します。年末は歳末セールや賞与支給などもありますので、資金繰

りに注意し、早めに検討・対策を行いましょう。また、取引先の売掛金回収の確認も行っておきましょう。 

□ 7月に提出された算定基礎届などに基づいて、9月からは新たに定時決定された標準報酬月額を使用するこ

とになります。従業員の給与からの社会保険料控除（翌月控除、当月控除）については各々の取扱いをご確認くだ

さい。 

社会保険料定時決定結果の反映 

２０２３年１０月の経理・税務チェックリスト 

２０２3年10月1日インボイス制度開始  

□ 7月に提出された算定基礎届などに基づいて、9月からは新たに定時決定された標準報酬月額を使用することに

なります。従業員の給与からの社会保険料控除（翌月控除、当月控除）については各々の取扱いをご確認ください。 

社会保険料定時決定結果の反映 

□ 今月より、地域別最低賃金額が変わります。各都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、金額お

よび発効年月日を確認しておきましょう。１０月6日からの鹿児島県の地域別最低賃金は897円です。 

 （特定最低賃金は除きます）。 

最低賃金額の変更 

３月決算法人の中間申告の準備 

□ ３月決算で中間申告が必要な法人は、１１月の決算応当日までに中間申告と納税を行います。 

□ 消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。インボイス制度導入後は、一定の要件を満

たしたインボイス（適格請求書）を売り手が買い手に発行し、双方がインボイスを保存することで、消費税の仕入税額

控除が適用されるようになります。 

□ インボイス（適格請求書）を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」

になるためには登録申請が必要です。10月１日(日)から登録を受けるためには、 ９月30日(土)までに申請書を提出

する必要があります。 ※９月30日は土曜日ですが、10月２日(月)まで期限は延びません。  

   

４~５Ｐの会計・税務のＱ&Ａも併せて

ご確認ください。 
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テーマ テーマ テー 

会計・税務のＱ＆Ａ！ 

テーマ テーマ 
★ 
★ 

★ 
★ 

★ 
★ 

テーマ 『 仕 入 イ ン ボ イ ス 確 認 事 項 』 

 令和５年１０月１日よりインボイス制度が導入されます。インボイス制度導入後は、一定の要件を満たし

たインボイス（適格請求書）を売り手が買い手に発行し、双方がインボイスを保存することで、消費税の仕

入税額控除が適用されるようになります。つまり、インボイスではない請求書では仕入税額控除が受けられ

なくなります。今回は、仕入インボイスの確認すべき注意事項を見ていきたいと思います。 

① 取引先が適格請求書発行事業者であるかの確認 

仕入インボイスの確認事項 

「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」では、交付を受けた請求書等に記載された登録番号を入

力して検索する方法により、適格請求書発行事業者の氏名・名称や登録年月日などの公表情報を確認す

ることができます。  

 相手方から交付を受けた請求書等に記載がある登録番号に基づいて、検索を行った結果、該当する公

表情報がない場合（交付を受けた請求書等の記載内容と異なる情報が表示される場合を含みます。）、

請求書等に記載された登録番号が誤っている可能性などがありますので、まずは、相手方に確認しま

しょう。 

※適格請求書発行事業者以外の者（消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者）からの課税

仕入れについては仕入税額控除を行うことができません。 ただし、令和11年9月末までは、適格請求書発

行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除

できる経過措置が設けられています。 

【国税庁適格請求書発行事業者公表サイト】 

適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者が、適格請求書又は適格簡易請求書と誤認されるおそれのあ

る書類を交付することや、適格請求書発行事業者が、偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書を交付する

ことは禁止されており、違反した場合の罰則も設けられています。 

国税庁HP参照 

・取引先等から受け取っている書類の把握、確認 

・取引先が適格請求書発行事業者かどうかの確認 ⇒① 

・納品書や請求書、領収書でどの書類をインボイスとするか（要件を満たしているか）取引先と確認・相談 ⇒② 

・インボイスの保存方法の決定（紙保存、スキャンして保存、電子取引データの保存 等） 

・会計ソフトへの対応状況の確認 

・社員への周知（受け取ったインボイスが要件を満たしているのか確認できるよう研修等で周知） 
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② 受け取った書類の種類や様式の確認 

 請求書や領収書等、１枚でインボイスの記載要件を満たすもの。現行の請求書等（区分記載請求書等）に、登録

番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額等を追記したもの。 

 いわゆるレシート類。適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場合

には、適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした簡易インボイスを交付することができる。 
 

 ① 小売業 ② 飲食店業 ③ 写真業 ④ 旅行業 ⑤ タクシー業 ⑥ 駐車場業（不特定かつ多数の者に対するものに限る） 

 ⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業  

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び 

登録番号は記載されているか 
 

②課税資産の譲渡等を行った年月日は記載さ

れているか 
 

③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内 

容（軽減対象品目はその旨）が記載されてい

るか 
 

④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額 

を税率ごとに区分して合計した金額及び適用 

税率は記載されているか 
 

⑤税率ごとに区分した消費税額等 は正確に記

載されているか 
 

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

は記載されているか 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び 

登録番号は記載されているか 
 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日は記載さ

れているか 
 

 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内 

容（軽減対象品目はその旨）は記載されてい

るか  
 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額 

を税率ごとに区分して合計した金額は記載さ

れているか 
 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税 

率は記載されているか 

 記載事項に不備があった際は、インボイスを発行した取引先に修正もしくは再発行

を依頼しましょう。受け取った側が修正、追記をすることはできません。 

詳細は国税庁ホームページ等でご確認下さい！ 
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このコーナーでは、当事務所職員がひとりずつマイブーム

について紹介していきます。 

職員それぞれの個性を楽しんで頂ければ幸いです☆ 職員コラム 

 数年前、知り合いの方から「日の出すぐくらい

の時間に植物はいちばんいい空気を出します。特

に樹木がある場所を散歩すると、とても健康にい

いですよ」と勧められました。 

 とはいえ、住んでいるのは街

の中。樹木のある場所なんてど

こにあるの？といろいろ考えた

末、出た結論が「神社の境内な

らたくさん木が植えてあるじゃ

ないか！」でした。 

 幸いに、家の近くに昔ながら

今月の担当：経営支援部 藤田 信夫    

の「鎮守の森」がある神社が2社あります。早起き

できた日は、その２社にお参りするのが習慣となり

ました。 

 いつも小銭を賽銭箱に納めて二拝二柏手し、その

後に二つ三つの願い事をして。一拝。 

 その時により願い事の内容は違いますが、最初の

願い事は必ず「今日も無病息災でありますように」

です。無病かといわれると怪しいところではありま

すが、なんとか今日まで息災に過ごせております。 

 みなさまも、たまには無病息災を願い、お参りを

されるのもいいのではないでしょうか。 

テーマ：「 朝参り 」 

 

～ 第22回 KSCセミナーのご報告 ～ 
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『 電子帳簿保存法セミナー   』 
講師：公認会計士・税理士  堀下 聖仁  先生 

 令和5年9月7日(木)、『 電子帳簿保存法セミナー』を鹿児島市国際交流センターにて開催いたしました。 

 電子取引データの保存義務化の要件や令和５年度改正の新たな猶予措置等について、小冊子を使って分か

りやすくご説明いただきました。 

 大変多くの方にご参加いただきました。お忙しい中ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました☆ 

今後もセミナーの開催を予定しておりますので、是非ご参加ください♪ 

電子帳簿保存法とは？ 

●国税関係の帳簿や書類を電子的に保存する際の要件等について定めた法律です。 
 

●2022年の電子帳簿保存法改正 

3種類のデータ保存のうち、「電子帳簿等保存」と「スキャナ保存」は任意ですが、改正により「電子取引データ保存」が義務付けら

れました。 

 取引先から受け取った書類も、自社が発行した書類も、電子取引を行った書類についてはすべて電子データでの保存が必要に

なり、さらに、保存に際しては、一定の要件をすことが必要です。 

令和６年１月より義務化 



 残暑厳しく夏去りやらぬ9月の始まりです。とはいえ、夜には月の輝きが増し、物悲しい虫の音が秋の
訪れを告げています。4月始まりの法人では早くも中間、折り返しの月となりました。 
 そして、10月からいよいよインボイス制度が始まります。課税事業者も免税事業者も納税額への影
響、経理手続きの変更など大きな影響があります。試行錯誤の部分もあるでしょうし、実際に体験して
みてはじめてわかってくることもあるかと思います。 
 何かと課題も指摘され事業所の負担も大きいインボイス制度ですが、一消費者の立場、私たち一人一
人が日々のお買い物で負担している消費税が漏れなく国庫等に納められることをインボイスによって担
保するという視点では意義のあることともいえます。 
 この機会に、業務や取引について改善すべきことを見つけ出せるかもしれません。ご不明な点、気に
なることなどあればお気軽にご相談ください。 
 さて、先月、コロナ禍以来の家族旅行で東京に行って参りました。 
 その際に上野の国立科学博物館に行き、特別展「海―命のみなもと」を見てまいりました。 
 「海を知り、未来を考える。」と題して、太古、この地球に「海」が誕生したときから現在まで、海
から生まれた命が多様な生物へと進化した様子、それらの生物と人と海との関わりを多彩な切り口で紹
介する展示です。 
 「海と生命のはじまり」「海と生き物のつながり」「海からのめぐみ」「海との共存、そして未来
へ」というテーマで、はやぶさ２が大冒険の末に持ち帰った小惑星リュウグウの試料や、天井を突き破
るような高さ4.7ｍのナガスクジラの上半身標本等々見どころがたくさんありました。 
 そして、やはり、人間の活動が与える環境の変化が海にもたらす影響、すなわち水産資源の枯渇、海
洋酸性化、貧酸素化、海洋プラスチック汚染などについての展示は人間の一人として色々と考えさせら
れました。 
直近では原発処理水の放出問題もあり海は横（海流）にも縦（海面から深海）にもつながりがあるだけ
に懸念しています。 
 この展示で学んだ概念の中に「海の生態系サービス」というものがあります。生態系サービスとは、
私たちが受け取っている自然からの恵みのことです。生態系サービスは、食べ物や燃料、薬
など直接利用する「供給サービス」、水質の浄化や気候の調整など環境や生態系のバランス
を保つ「調整サービス」、技術や伝統、芸術を育む「文化的サービス」に分けられるそうで
す。 
 鹿児島は、離島があり広々とした大海原、そして穏やかながら思いのほか深さのある錦江

湾を抱え、特に中心市街地のすぐ近くに海があるという珍し
い特徴もあります。 
 あまりにも身近にありすぎてその恩恵を忘れがちですが、私
たちは「海」とどのように向き合っていくべきなのか、子供
たちも海の恵みを受け取ることができるために多様な面から
検討していかないといけないと思います。 

 

随想 『 海の恵み  』 上川路美恵野 

秋の日のフェリー「椰子の実」口遊む   
    美恵野 

Page 8 

 税務や会計、経営や保険な

どについて、分からないこ

とがあれば上川路会計にご

相談ください！ 

 また、お知り合いに開業予

定の方がいらっしゃいまし

たら是非ご紹介

ください！！ 

287 号 

編集委員 上川路美恵野 清水 関 鶴田 畠中(由） 横山 

■本店 下荒田事務所  
〒890-0056 鹿児島市下荒田4-1-9 

℡ 099-252-7070 FAX 099-252-6400 
 

（旧 甲南永山事務所） 

℡ 099-255-3898 FAX 099-255-1992 

■支店 名山町鹿児島ビル事務所  
〒892-0821 鹿児島市名山町1-3鹿児島ビル4F 

℡ 099-223-3465 FAX 099-223-4348 

連絡先 ： 税理士法人 上川路会計 

 URL http://kamikawaji-kaikei.com/ 

上川路会計   検索 

 ９月に入り、多少暑さが和らいできましたが、まだまだ残暑厳しい日々が続いてい

ます。子どもたちはこの炎天下の中、運動会の練習を毎日頑張っています。水筒もす

ぐ空になってしまうので、追加用のペットボトルを持ってきても良いとの事。私が子

供の頃の夏と比べると、気温はもちろん、日差しもかなり強くなっている様な気がし

ます。熱中症のニュース等も良く見るので、疲れて帰ってくると少し心配ですが、食

事・水分・睡眠をしっかり取って、何とか頑張って乗り切ってほしいです。 

編集後記 

く ちずさむ   


